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。石川県政府調達苦情検討委員会設置要綱の一部改正
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O政府調達に関する苦情の処理手続要領の一部改正
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O農業災害補償法第15条第 l項第 l号の農作物に係る業
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石川県告示第66号

石川県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成 8年石川県告示第365号)の一部を次のように改正する。

平成31年 3月 1日

第 1条中「県の機関」の次に 「及び県が単独で設立する地方独立行政法人」

第 2条に次の 1項を加える。

委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反 して罷免される ことがない。

(1)破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 禁鋼以上の刑に処せられたとき。

(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員

たるに適しない非行があると認められたとき。

附 則

この告示は、平成31年 3月 1日から施行する。

憲正本谷石川県知事

を加える。

5 。

石川県告示第67号

政府調達に関する苦情の処理手続要領(平成8年石川県告示第366号)の一部を次のように改正する。

平成31年 3月1日

憲正本

第 1条中「県が」

附 則

この告示は、平成31年 3月 1日から施行し、同日以後に申立てのあった苦情の処理について適用する。

谷石川県知事

を 「県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が」に改める。

石川県告示第68号

農業災害補償法第15条第 1項第 1号の農作物に係る業務の規模の基準(平成28年石川県告示第42号)は、平成31年

3月 1日限り廃止する。

。
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平成31年 3月1日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第69号

土地収用法(昭和26年法律第219号。以下 「法」とし、う。)第20条の規定により、事業の認定をしたので、次のとお

り告示する。

平成31年 3月 1日

1 起業者の名称

七尾市

2 事業の種類

石川県知事 谷 本 正 憲

市道徳田303号線道路改良事業(七尾市国分町地内から岡市藤橋町地内まで)

3 起業地

(1) 収用の部分

七尾市国分町子、所口町ト、藤橋町卯地内

(2) 使用の部分

七尾市国分町子地内

4 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、次のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたもの

である。

(1) 法第20条第 1号の要件への適合性について

申請に係る事業は、七尾市国分町地内から岡市藤橋町地内までの延長686mの区間(以下「本件区間」としづ。)

を全体計画区間とする 「市道303号線道路改良事業J(以下 「本件事業Jとしサ。)である。

本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第 3条第4号に規定する市道303号線を拡幅する事業であり、法

第 3条第 1号に掲げる道路法に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、法第20条第 1号の要件を充足すると判断される。

(2) 法第20条第 2号の要件への適合性について

起業者である七尾市(以下「起業者」とし、う。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 1条の 3第 2項の

普通地方公共団体である。

起業者は、必要な予算措置を講じることにより本件事業を遂行しようとするものであり、本件事業を遂行する

十分な意思と能力を有すると認められる。

したがって、本件事業は、法第20条第 2号の要件を充足すると判断される。

(3) 法第20条第 3号の要件への適合性について

ア 得られる公共の利益

市道303号線(以下 「本路線Jとしづ。)は、七尾市国分町地内を起点とし、岡市所口町を経由して岡市藤橋

町地内に至る延長686mの市道である。

本路線は七尾駅南地区における路線ノくス 4路線及びコミュニティーパス 1路線の唯一の運行経路であり、市

立七尾中学校の通学路にも指定されているため、生徒の通学に欠かせない重要な道路となっている。

しかしながら、本件事業における本路線(以下 「現道Jとしづ。)は路線ノくス等の運行経路及び通学路指定

された道路でありながら歩道が設置されておらず、また道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める幅員を

満たしていない 2車線道路であるため、通学する生徒等歩行者の安全を十分に確保できない状況にある。

本件事業の完成により、現道が拡幅され、歩道等を設置することから、通学路として利用する生徒等歩行者

の安全確保及び安全かっ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。

イ 失われる利益

本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成 9年法律第81号)及び

ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)に規定する環境影響評価が義務付けられ

た事業に該当しない。また、起業者が任意で本件事業区間において、 「石川県レッ ドデータブック(動物編)
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2009J及び「石川県レッ ドデータブック(動物編)2010Jに記載された絶滅危慎種、準絶滅危↑具種が存在しな

いことを確認しているため、本件事業が及ぼす影響は小さいとされている。

また、本件事業区間は文化財保護法(昭和25年法律第214号)による、埋蔵文化財包蔵地には該当せず、保

護のための特別な措置を講ずべき文化財は確認されていない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は、軽微であると認められる。

ウ 事業計画の合理性

本件事業は、現道における交通安全の確保を主な目的として、道路構造令による幅員2.50mの歩道を含む道

路区分第4種第3級の規格に基づく、総幅員12.0mの2車線道路に拡幅する事業であり、本件事業の事業計画

は道路構造令等に定める規格に適合していると認められる。

また、本件事業の事業計画は、本路線と接続する市道矢田郷36号線及び市道矢田郷361号線とともに、都市

計画道路国分藤橋線として都市計画決定(当初決定:平成23年12月13日七尾市告示第187号、計画変更.平成

27年 3月25日七尾市告示第58号)されており、基本的内容について整合しているものである。

したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利孫と失われる利害在を比較衡量した結果、木件事業

の施行により得られる公共の利益が失われる利益に優越すると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かっ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第 3号の

要件を充足すると判断される。

(4) 法第20条第4号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

4(3)アで述べたように、現道は歩行者の安全を十分に確保できない状況にあり、その解消を凶る必要がある

ことなどから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。

また、徳田地区町会長連合会等より、本件事業の早期完成に関する強し、要望がある。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いと認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。

また、 収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられている ことから、収用又は使

用の範囲の別についても合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用 し、 又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4

号の要件を充足すると判断される。

(5) 結論

(1)から(4)までで述べたように、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。

5 法第26条の 2第 2項の規定による図面の縦覧場所

七尾市建設部都市建築課

石川県告示第70号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により 、次のとおり県道の区域を変更 した。

なお、その関係図面は、平成31年 3月 1日から同月 15日まで縦覧に供する。

平成31年 3月 1日

石川県知事 谷 本 正 憲

道 路 の 区 域 関係図面の
路 線名

変 更 の 区 問 旧新別 敷地の幅員(m) 延長(m) 縦覧場所

|日 45. 80~87 . 0。 221. 6 県央土木
金沢市鞍月四丁目4番地先から

総合事務所金沢田鶴浜線
金沢市戸水二丁目158番地先まで 新 45. 80~89 . 20 221. 6 維持管理課

石川県告示第71号

次のとおり県道の供用を開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 2項の規定により、告示する。
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なお、その関係図面は、平成31年 3月 1日から同月 15日まで縦覧に供する。

平成31年 3月 1日

石川県知事 谷 本 正 憲

供用 開 始の期 日
関係図面の

路線名 供用開始の区間
縦覧場所

県央土木
金沢市鞍月四丁 目4番地先から

平成 31年 3 月 1 日 総合事務所金沢田鶴浜線
金沢市戸水二丁目 158番地先まで

維持管理課

石川県告示第72号

道路法(昭和27年法律第180号)第37条第 1項の規定により、次のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。

なお、その関係図面は、平成31年 3月 1日から同月 15日まで縦覧に供する。

平成31年 3月 1日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 道路の種類、路線名、占用を制限する区域及び関係図面の縦覧場所

路線名 占用を制限する区域 関係図面の縦覧場所

県央土木総合事務所維持管理課
金沢市鞍月四丁 目4番地先から

金沢田鶴浜線 |
金沢市戸水二丁 目158番地先まで

2 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く 。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができな

いと認められる場合は、この限りでない。

3 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 占用の制限の開始の期日

平成31年3月 1日
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次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成31年 3月1日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 競争入札に付する事項

(1) 委託業務名

石川県立児童生活指導センター給食業務委託

(2) 履行期間

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日までとする。

(3) 履行場所

河北郡内灘町字大根布と543 石川県立児童生活指導センター内

(4) 業務内容

「石川県立児童生活指導センター給食業務仕様書」に記載のとおり

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(平成
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9年石川県告示第581号)に基づき、平成30年度競争入札参加資格を有する者で、次に掲げる条件のすべてに該当

するものであること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。

(2) 入札参加資格確認申請書の提出期限の翌日から入札の日までのいずれの日においても県の指名停止措置を受け

ていない者であること。

(3) 県内に事業所を設置(設置予定を含む。)していること。

(4) 過去 5年以内に、国又は地方公共団体における給食業務について実績を有し、確実に業務を遂行できる能力を

有していること。

3 入札参加資格の確認手続等

入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類等を添えて提出し、入札参加資格の確認を受

けなければならない。なお、 (1)アの提出期間に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと

認められた者は、入札に参加することができない。

(1) 入札参加資格確認申請書の提出期間等

ア提出期間

平成31年 3月 1日(金)午前 9時から同月 14日(木)午後 5時まで(石川県の休日 を定める条例(平成元年

石川県条例第16号)第 1条第 1項に規定する県の休日(以下 「県の休日 」としづ。)を除く 。)

イ 提山場所

河北郡内灘町字大根布と 543

石川県立児童生活指導センター

ウ提出方法

持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留とし、提出期間内必着とする。)

(2) 入札参加資格の確認の結果の通知

確認の結果の通知は、平成31年 3月19日(火)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送して行う。

4 入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付

(1) 入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付場所及び問合せ先

1"920-0266 河北郡内灘町字大根布と 543

石川県立児童生活指導センター

電話番号 076-286-3235 F AX番号 076 -286 -3432 

(2) 交付期間

平成31年 3月 1日(金)午前 9時から同月 14日(木) 午後 5時まで(県の休日を除く 。)

5 入札の日時及び場所

平成31年 3月26日(火)午前11時30分

河北郡内灘町字大根布と 543 石川県立児童生活指導センター 1階会議室

6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した額をもって

落札価格とするので、入札は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の108分の1001こ相当する金額を入札書に記載すること。

7 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

8 入札に関する注意事項

(1)入札に参加する者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 入札に参加する者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

(3) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

(4) 郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、 5に定める入札の日時及び場所に集合すること。

9 入札の無効

この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事
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項を遵守しない者及び入札心得に違反 した者の した入札書は、無効とする。

10 契約書作成の要否

要

11 入札保証金及び契約保証金

免除

12 その他

詳細は、入札説明書による。

大規模小売庖舗の新設の届出の公告

大規模小売庖舗立地法(平成10年法律第91号。以下 「法」としづ。)第 5条第 1項の規定により 、次のとおり大規

模小売庖舗を新設する旨の届出があった。

なお、法第 8条第 2項の規定に基づき、当該大規模小売盾舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、 この公告の日から 4月以内に、県に対し、 意見書の提出により意見を

述べる ことができる。

平成31年 3月 1日

1 大規模小売庖舗の名称、及び所在地

アルビス笠舞庖

金沢市笠舞一丁 目574-4 外 3筆

石川県知事 谷 本 正 憲

2 大規模小売居舗を設置する者及び当該大規模小売居舗において小売業を行う者の氏名又は名称、及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

(1) 大規模小売居舗を設置する者

アル ビス株式会社代表取締役 池田 和男

富山県射水市流通センター水戸田三丁目 4番地

(2) 大規模小売庖舗において小売業を行う者

アル ビス株式会社代表取締役 池田 和男

富山県射水市流通センター水戸田三丁 目4番地

3 大規模小売庖舗の新設をする日

平成31年10月19日

4 大規模小売庖舗内の庖舗面積の合計

2，422平方メー トル

5 大規模小売庖舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位置縦覧による。

収容台数 130台

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位置縦覧による。

収容台数 45台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位置縦覧による。

面積 72平方メー トル

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位置縦覧による。

容量 21立方メー トル

6 大規模小売庖舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売居舗において小売業を行う者の開庖時刻及び閉居時刻

午前 8時から翌午前0時まで

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
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午前 7時30分から翌午前0時30分まで

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 4箇所

位置縦覧による。

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時~午後10時

7 届出年月日

平成31年2月18日

8 届出等の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商工業振興課

9 届出等の縦覧期間

平成31年 3月 1日から同年 7月 1日まで

10 意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

平成31年 7月 1日

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県商工労働部経営支援課

公 安委 員 ム一品

石川県公安委員会告示第18号

石川県公安委員会が行う交通の規制(昭和47年石川県公安委員会告示第48号)の一部を次のように改正する。

平成31年 3月1日

石 川 県公安 委 員 会

別表第 4 (指定方向外進行禁止)金沢東警察署管内の表942の項を次のように改める。

の左折 機付自転車

市道武蔵町線13
号 |金沢市武蔵町11番 6号先

高岡町方向から下堤町方向へ|自動車及び原動

別表第 9の 2 (車両の立入禁止)金沢東警察署管内の表 1の項を次のように改める。

首リ 除

別表第11(最高速度の指定)能美警察署管内の表85、114，115及び127の項を次のように改める。

一

一

A
吐

一
戸h
u

一

ウ
t

一

一

5
一

1
A

-
1

-
2

一

一

Q
U

一

1よ

一

1よ

一

1よ
一

削
一
削
一
削
一
削

除
一
除
一
除
一
除

別表第11(最高速度の指定)白山警察署管内の表373の項を次のように改める。

主要地方道小松|白山市左磯町ニ138番地先から

鳥越鶴来線 |白山市左磯町ニ 1番地先まで

車両(けん引③を

除く 。)

別表第11(最高速度の指定)津幡警察署管内の表143の項を次のように改める。

南リ 除

別表第11(最高速度の指定)珠洲警察署管内の表62の項を次のように改める。

国道249号
珠洲市馬繰町 1字11番地 1先から

珠洲市馬繰町ヌ部 8番地 1先まで

車両(原動機付自

転車及びけん引①

②③を除く 。)
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別表第11 (最高速度の指定) 2以上の警察署管内にまたがる表52の項を次のように改める。

南リ 除

別表第18(駐車禁止)白山警察署管内の表309の項を次のように改める。

主要地方道小松 |白山市左磯町ニ138番地先から

鳥越鶴来線 |白山市左磯町ニ 1番地先まで

放置車両の確認等に関する事務の委託の公示

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の 8第 1項の規定により確認事務の一部を委託したので、同法第51条

の12第 1項の規定により次のとおり公示する。

平成31年 3月 1日

石川県金沢中警察署長

警 視正村本義 和

1 放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地

(1)名称

株式会社アイピックス北陸

(2) 主たる事務所の所在地

金沢市新神田 5丁目 2番 3

2 確認事務を行う区域及び期間

(1) 区域

石川県金沢中警察署の管轄区域

(2) 期間

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

放置車両の確認等に関する事務の委託の公示

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の 8第 1項の規定により確認事務の一部を委託したので、同法第51条

の12第 1項の規定により次のとおり公示する。

平成31年 3月1日

石川県金沢東警察署長

警視谷 口 栄 三 郎

1 放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地

(1)名称

株式会社アイピックス北陸

(2) 主たる事務所の所在地

金沢市新神田 5丁目 2番 3

2 確認事務を行う区域及び期間

(1) 区域

石川県金沢東警察署の管轄区域

(2) 期間

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

人事委 員 ム一品I ~長醤 e醤E凪 8$左中L!. mlß-rl{ð州f~8~裂!と綬~8 1 話会l部同がの蝦E、今~リリL!.<"i ~号令の。
併笹川十 1J廿Illo::r::1 [il 
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同 相 同 問 ω 円 相 ω 」 4 HE(ゆ 爾 司 ) 剖 期 川 調 H ωH ∞ 日 中緬 bラ

一 般 職の職員の給与に関する条例の施行規則の一 部 を改正する規則

一 般 職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三 十 二 年 石川 県 人事委員 会 規則 第 三 号 )

正 する。

の 一 部 を次のように改

参
首
部

け南
事
参 |事

官
官
長

別 表第十警察の部本部の項中 を

参

統括参事官
席参事官首

苦日

事 '-局=-
長

種 に 改める。

附 則

こ の規則は、 平 成三 十 一年三 月 六日から施行する。

公 益的法人等への石川 県 職員等の派遣等に関する規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 一 日

事石 県 人 委)
 11 

石 川県人事委員会規則第三号

公 益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則の一 部 を改正する規則

公 益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則(平成十四年石川県人事委員会規則第三 号 )

う に改正する。

の 一 部 を次のよ

「 公益社団法人日本フェンシング協会

別 表第一 中 「 公 益社団法人日本フェンシング協会」を

地 方 公共団体金融機構

に 改める。

の 規
附

員
Ij は
則

公 布の日から施行する。

同 拙
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